
○「狭あい道路」とは

一般の交通の用に供する幅員４ｍ未満の道路です。

○「後退用地に関する事前協議書」の提出が必要です

建築物を新築・増築又は外構工事等を行うときは、敷地が狭あい道路に接している

かどうか確認してください。

該当するときは、建築確認申請の提出前（確認申請が必要ない場合は当該工事に着

手する前）までに「後退用地に関する事前協議書」を建築課へ提出し、協議をお願い

します。

幅員４ｍ未満の道路に面して建築や外構等の工事をされる方へ

「碧南市狭あい道路に係る後退用地に関する要綱」

を平成２６年７月１日から施行しています

問合せ先

碧南市役所 建設部建築課 建築行政係

電話：0566-41-3311（内線417）

Mail：kentikka@city.hekinan.lg.jp



事前協議から建築工事開始までのフローチャート

事前協議提出（様式第１号）

事前協議

協議結果通知（様式第２号）

後退用地に関する誓約書提出 （様式第３号）

狭あい道路の中心線の確認書提出（様式第４号）

建築物等の撤去に関する誓約書提出

（様式第５号）

工事開始可能

確認申請提出

確認済証交付

確認申請を提出する場合 確認申請が不要な工事の場合

既存建築物の撤去が
容易でない場合

市が拡幅意向有の場合 市が拡幅意向無の場合


